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問合せ
申込み
電　話
ファクス
メールアドレス
ホームページアドレス
フリーダイヤル

問

e
FAX

URL

TEL
申

＋ 仮設津島診療所のお医者さん

仮設津島診療所 0243（24）1431

�
�
�

＋＋ 浪江診療所 のお医者さん

浪江診療所 0240（23）6173

������������������
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⑵加入者世帯での対応
⑴浪江町での
対応

・付近の電柱から光
ケーブル引込工事
・外壁に受信機を設
置し、ケーブルと
接続

・受信機と屋内配線（同軸ケーブル）の接続
・機器への電源供給（ご家庭のコンセントから）
・場合によっては既設のBS、ブースター、同
軸ケーブル、分配器、混合器、電源、配線等
の工事が必要になります。

従来のアンテナとは
切り離します

引込用
ケーブル

受信機と既存の
屋内配線との接続

受信機に付属する電源供給器
等による電源供給

受
信
機

×

��������	
���������������
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����
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������������
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・
・

・
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子育てサロン
「ぽかぽかテラス」のご案内

浪江にじいろこども園 0240（25）8619

未就学児とその保護者を対象に、子育てサロン
「ぽかぽかテラス」を開催します。
町の保育教諭と触れ合い遊びをしたり、保護者
同士の交流を図る場を設けていますので、ぜひお
気軽に遊びに来てください。

・第１回 ５月23日㈫  ・第６回 10月18日㈬
・第２回 ６月27日㈫  ・第７回 11月14日㈫
・第３回 ７月21日㈮
・第４回 ８月30日㈬
・第５回 ９月20日㈬
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よろしくお願いします

建設課
岡部　　誠
（福島県）

産業振興課
吉本　幸弘
（神奈川県）

産業振興課
古莊　敏宏
（東京都新宿区）

市街地整備課
菅原　拓斗
（福島県）

農林水産課
山﨑　恭生
（神奈川県）

企画財政課
濱田　洋平
（神奈川県横浜市）

産業振興課
井上　敦之
（民間派遣）

住宅水道課
飯坂　利弘
（神奈川県）

総務課
浦崎　勇貴
（千葉県成田市）

産業振興課
武富　剛士
（民間派遣）

建設課
残間　伸夫
（福島県）

市街地整備課
伊藤　一一
（神奈川県）

市街地整備課
齊藤　佑貴
（宮城県仙台市）

産業振興課
平　　桂一
（民間派遣）

総務課
綱島　　弘
（神奈川県）

産業振興課
関口　翔太
（埼玉県）

企画財政課
後藤　安幸
（千葉県柏市）

市街地整備課
阿部　賢輔
（民間派遣）

産業振興課
豊島　健一
（神奈川県）

市街地整備課
岩佐　　航
（埼玉県）

市街地整備課
伊藤　浩二
（民間派遣）

産業振興課
斗沢　　力
（神奈川県）
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よろしくお願いしますよろしくお願いします
令和５年度浪江町役場職員12人、任期付職員８人が採用されました。
また、他の自治体などから新たに22人、応援に来ていただいています。

町民の皆さん、よろしくお願いします。

浪江にじいろこども園
長岡　真秀

産業振興課
牧谷 さゆり

住民課
半谷　大樹

健康保険課
吉田 和香奈

健康保険課
山本　梨香

浪江にじいろこども園
斉藤 可澄美

生涯学習課
関口　　諒

企画財政課
吉田　峻規

教育総務課
南波　花凜

浪江診療所
東見　優子

市街地整備課
近藤　哲史

建設課
甲斐　将人

介護福祉課
庄司　結衣

介護福祉課
大浦　洋史

産業振興課
高橋　　真

出納室
松本　千穂

浪江にじいろこども園
馬場　隆一

浪江診療所
叶　　静香

浪江診療所
池田　昭文

市街地整備課
矢内 誠一郎
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中間指針第五次追補の決定により、東京電力ホールディングス株式会社（以下、東京電力）が追
加賠償の請求受付を開始し、順次請求書の発送および支払いを行っています。
請求方法は、世帯代表者によるウェブサイトまたは紙面請求書での手続きとなります。
必ず、上記いずれかのお手続きで請求してください。

【第五次追補】

追加賠償の請求手続きをしましょう!

・過酷避難状況による精神的損害　・避難費用、日常生活阻害慰謝料
・生活基盤変容による精神的損害　・生活基盤変容に準じる精神的損害
・健康不安に基礎を置く精神的損害

【提出書類】

請求書の提出

世帯１人

世帯
２人以上

・請求書
・請求書
・委任書
・世帯全員の本人確認書類

【東京電力：ご相談専用ダイヤル】

0120（926）470
【受付時間】
９時～19時（月～金［休祝日を除く］）
９時～17時（土・日・休祝日）

東京電力の福島県内の相談窓口でもお手続
きできます。

請求書の発送依頼

紙面請求書の場合

ウェブサイトの入力後、委任書が送付さ
れます。
委任された世帯構成員の本人確認書類と
併せて、委任書を提出してください。

委任書の提出
（世帯が２人以上の場合）

請求受付
（画面上で請求受付まで入力できます）

ウェブサイトの場合

いずれかで必ず請求手続きを!!

東京電力ホールディングス株式会社 0120（926）470

上記①の請求受付の際に、増額事由①～⑩の該当有無の確認があります。
「該当有」と選択された人には、６月20日㈫から請求書が順次発送されます。
請求方法は、「紙面請求書」のみとなります。

自分から請求の
手続きをしなきゃ
いけないんだね

世帯代表者の基本情報
を入力してログインして
ください。
⑴氏名　⑵生年月日
⑶電話番号
⑷お申し出番号または
口座番号

「お申し出番号」…東電賠償で付番される
世帯代表者のアルファベット＋９桁の番号

「口座番号」…東電賠償の振込先としてす
でに登録されている口座

【ウェブサイト】

１ 対象となる損害項目（４月10日㈪～）

２「精神的損害の増額事由①～⑩」の請求について（６月20日㈫～）
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※公金受取口座登録制度とは、国民の皆さまが金融機関にお持ちの
預貯金口座について、一人一口座、給付金などの受取のための口
座として、国（デジタル庁）に任意で登録していただく制度です。

マイナポイントの申込は、パソ
コン、スマートフォンから専用アプ
リをダウンロードして申込む方法
のほかに、マイナスポットで申込

手続きができます。
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放射線相談員だより放射線相談員だより

いま「ほうしゃせん」について考えてみる
今回は、『放射能を測定した際の「基準値以下」という表現は、ゼロではない
から安全とはいえないのではないか？』というご質問について、一緒に考えてみ
ましょう。

放射能の測定において「基準値以下」などの表現は、「放射能がゼロ」という意味ではありませんので、
実際には被ばくを伴います。しかし、基準値以下であれば年間での放射線量が１mSv（ミリシーベルト）を
超えることはありません。１mSvは人体への影響が確認されない100mSvよりも大変小さな値です。
そこで、放射能がゼロではないが安全でないとはいえないことと、世界のどこでも放射線や放射能がゼロ
という状況はないことからも、ごくごく微量（基準値以下）は安全とみなして、考えることができるのでは
ないでしょうか。このことについて、もう少し具体的に考えてみましょう。　……「広報なみえ６月号」へつづく

弘前大学浪江町復興支援室 080（2813）0824
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企業版ふるさと納税
●株式会社白井シーエムビー 様
（本社：東京都墨田区）

「持続可能なしごとづくり事業」
に対し、企業版ふるさと納税制
度を活用した寄附をいただきま
した。陶芸の杜おおぼり復旧事
業に活用させていただきます。
………………………………

町では、企業版ふるさと納税制
度を活用し、地方創生のまちづ
くりに取り組んで参ります。

寄附

左 山椒家小粒さん

●なみえ創成小学校の新入学児童に対して、浪江地区
交通三団体から交通安全グッズをいただきました。
団体を代表して、浪江地区交通安全協会長 長沼克往
さんから笠井淳一教育長へ手渡しされました。
なみえ創成小学校の新入
学児童は７人おり、年々
子どもたちの笑顔があふ
れる町になってきていま
す。地域の皆さまも子供
たちの交通安全に対し、
見守りをお願いします。

●㈲中本クレーン
（東広島市）

会長  中本　寛 様

教育総務課学校教育係 0240（34）5710
企画財政課財政係
0240（34）0253

企画財政課企画調整係
0240（34）0240



なみえ新聞 通信

企画財政課情報統計係 0240（34）0241

ご確認
ください!

スマホ・タブレット相談会
ガラケーからスマホに変えたばかりの人や、「ライン」や

「なみえ新聞」で分からないことがある人など向けに、無料の相談会を実施しています。
スマートフォンやタブレットを持参のうえ、お気軽にお越しください。

※予約不要。１人ずつの対面式です。

参加参加
無料無料
参加
無料

開催日

浪江町大字権現堂字上続町
11－3

開催場所

浪 江 町
５月12日㈮
26日㈮

６月９日㈮
23日㈮

開催時間

10時～12時
浜センスタッフ、
東京大学の学生さん
も相談対応します

浜通り地域デザインセンター

郡山市富田町字池ノ上40－1郡 山 市 ５月19日㈮ 10時～15時 コスモスふれあいセンター

なみえ新聞は
「ウェブ版」から
お楽しみください

QRコードを読み取って、「なみえ新聞」
をご利用ください。
※グーグルのアカウントが必要です。
※町民申請を行ってください。
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命を守る
ための

三つの心得

●

●

●
●

12月４日 土のう製造スタンド 100基

事故を防ぐ５つのポイント

消防署からのお知らせ

火事と救急は119番
浪江消防署 0240（34）4111
葛尾出張所 0240（29）2119

消防署《連絡先》

毎年、６月から10月にかけて自然災害による被害が日本各
地で発生しています。自然災害は突然やってくるため、事前の
対策がとても重要です。防災バック（非常持ち出し
袋）を準備して災害に備えましょう。

住宅防火の５つのポイントを確認しましょう！

備えるもの、場所は家族と共有し、最低３日は
過ごせる準備をしましょう！

食べ物や日常品は
ローリングストッ
クで備えることが
大切です！

※ローリングストック
日常生活で古いもの
から消費し、食べた
分を買い足し、補充
しながら備蓄してい
く方法です。

防災バック

必需品
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